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令和２年第２回沖縄県議会（臨時会）提出予定議案の概要 

 

番号 区分 議案名 概要 備考 

乙１ 条例 沖縄県知事及び
副知事の給与の
特例に関する条
例 
 
（総務部） 

県内における新型コロナウイルス感染症の発生及
び感染の拡大が県民生活及び社会経済に広範な影響
を及ぼしている状況に鑑み、県民と共に苦難を分かち
合い、更なる感染の拡大の防止に取り組むため、令和
２年６月１日から令和３年５月 31 日までの間におい
て、知事及び副知事の給与を減額して支給する措置を
講ずる必要があるため、条例を制定する。 
 
（主な内容） 
１ 減額支給措置期間 
  令和２年６月１日～令和３年５月 31 日 
 
２ 減額割合 
 ⑴ 知事 給料月額の３割 
 ⑵ 副知事 給料月額の２割 
 
３ 施行期日：令和２年６月１日 

新規 

乙２ 承認 専決処分の承認
について 
 
（総務部） 

地方税法の一部が改正され、原則として令和２年４
月１日から施行されることに伴い、電気供給業のうち
発電事業等及び小売電気事業等に係る法人の事業税
の課税方式の見直し等を行うことから、沖縄県税条例
の一部を改正し、同日から施行する必要があるが、議
会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法 179
条第１項の規定により専決処分したため、議会におい
て専決の承認が必要となる。 
 

（主な内容） 
１ 電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業

等に係る法人の事業税の課税方式の見直し等を行
う。 

２ 製造たばこを輸出等した場合の県たばこ税の免
除について、その申告書への課税免除事由に該当す
ることを証するに足りる書類の添付を不要とし、当
該書類の保存をもって課税免除を受けることがで
きるようにする。 

３ 電気供給業を営む者が汽力発電装置の助燃の用
途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税
免除の特例措置について、令和２年３月 31 日をも
って廃止する。 

 
４ その他所要の改正 
 
５ 施行期日：令和２年４月１日 
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乙３ 承認 専決処分の承認
について 
 
（総務部） 

地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定め
る省令の一部が改正され、令和２年４月１日から施行
されることに伴い、沖縄県税の課税免除及び不均一課
税に関する条例の一部を改正し、同日から施行する必
要があるが、議会を招集する時間的余裕がないため、
地方自治法179条第１項の規定により専決処分したた
め、議会において専決の承認が必要となる。 
 

（主な内容） 
１ 地方活力向上地域における事業税等に係る課税
免除及び不均一課税の適用について、適用期限を令
和４年３月 31 日まで延長 

 
２ その他所要の改正 
 
施行期日：令和２年４月１日 

 

 


